
次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を
選定し随意契約の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）
を実施する。

令和５年(2023年)８月１日

北海道オホーツク総合振興局長 中島 和彦

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項
（１）委託業務名

オホーツク地域人材確保推進事業委託業務
（２）委託業務の目的

人口減少や少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少が懸念される中、オホー
ツク地域においては、札幌圏など都市部への若年者の流出が多く見られ、地域にお
ける人材の確保や定着促進は、事業者にとって重要な課題。
こうした状況を踏まえ、地域における有効求人倍率が改善傾向にある一方で、各

業種における人手不足の状況が続いており、雇用のミスマッチが生じていることか
ら、良質で安定的な正社員雇用の創出・定着を図るため、若年者や女性、高齢者な
ど多様な人材の就業に向け、円滑かつ安定的な人材確保につながる取組を実施する。

（３）委託期間
契約締結日から令和６年(2024年)２月２９日まで

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

（１）単体法人又は複数法人による連合体（以下、「コンソーシアム」という。）とする。
（２）単体法人及びコンソーシアムの構成者は、次の要件をすべて満たしていること。

ア 単体法人で参加する場合は、道内に本店又は主たる事務所あるいは支店等の拠点
を有するものであること。また、コンソーシアムで参加する場合は、道内に本店又
は主たる事務所を有するものをその構成員に含むものであること。

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６７号）第１６７条の４の規定に該当
しない者であること。

ウ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月１１日付け局
総第４６１号）第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、
指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。

エ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札等への参加を除外され
ていないこと。

オ 暴力団関係事業者等でないこと。
カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
（ア）道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。）
（イ）本社が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。）
（ウ）消費税及び地方消費税
キ 次に掲げる届出の義務を履行していること（当該届出の義務がない場合を除く。）
（ア）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出
（イ）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出
（ウ）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出
ク コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、
コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でな
いこと。

３ 企画提案の審査基準
（１）提案者の適格性
（２）企画提案内容の目的適合性及び業務遂行方法の妥当性

４ 手続き等
（１）担当部局

北海道オホーツク総合振興局産業振興部商工労働観光課
（連絡先）
〒093-8585 網走市北７条西３丁目
ＴＥＬ ０１５２－４１－０６３５（ダイヤルイン）
ＦＡＸ ０１５２－４４－３１８４
担 当 小林、長尾

（２）企画提案指示書の交付期間及び場所
ア 交付期間 令和５年（2023年）８月１日（火）から８月２２日（火）まで

（土曜日及び日曜・祝日を除く午前９時から午後５時まで）



イ 交付場所 （１）の場所で交付する。
また、北海道オホーツク総合振興局（商工労働観光課）のホームペー

ジからダウンロードすることができる。
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/05chipuro.html

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法
提出期限 令和５年（2023年）８月８日（火） 午後５時（必着）
提出場所 （１）に同じ
提出方法 持参（土曜日及び日曜・祝日を除く午前９時から午後５時まで）又は郵送

（簡易書留、書留のいずれか）

（４）企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
提出期限 令和５年（2023年）８月２２日（火） 午後５時（必着）
提出場所 （１）に同じ
提出方法 持参（土曜日及び日曜・祝日を除く午前９時から午後５時まで）又は郵送

（簡易書留、書留のいずれか）

５ 提案の無効
公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は、

無効とする。

６ 最良の提案をした者の選定方法
あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の

提案をした者（以下「特定者」という。）を選定する。

７ 契約手続
特定者を見積書徴収の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約

手続を行う。

８ その他
（１）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
（２）企画提案内容に関するプレゼンテーションを実施する。

詳細は、「企画提案指示書」において定める。
（３）審査結果及び特定者は、公表する。
（４）詳細は、説明書による。


